
1/17 

○佐久市総合評価落札方式実施要綱 

平成20年11月25日告示第121号 

改正 

平成22年７月13日告示第146号 

平成23年２月16日告示第９号 

平成23年８月26日告示第118号 

平成24年２月10日告示第７号 

平成24年８月21日告示第105号 

平成27年２月９日告示第15号 

平成30年３月31日告示第80号 

令和元年８月20日告示第111号 

令和４年２月４日告示第17号 

佐久市総合評価落札方式実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（平成20年佐久市告示第68号。以下「一

般競争入札実施要綱」という。）に基づいて行う事後審査型一般競争入札（以下「事後審査型一般

競争入札」という。）において、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２の規定

に基づき、価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式（以下「総合評価落札方式」とい

う。）を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の対象となる建設工事は、事後審査型一般競争入札の対象となる建設工事

のうち、次の各号のいずれかに該当するもので、佐久市建設工事請負人等選定委員会（佐久市建設

工事請負人等選定委員会規程（平成17年佐久市訓令第52号）第１条に規定する佐久市建設工事請負

人等選定委員会をいい、以下「市選定委員会」という。）が指定するものとする。 

(１) 入札者の工事成績、工事実績、技術者の能力、社会貢献等（以下「工事成績等」という。）

と入札価格を一体として評価することが妥当とされるもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、総合評価落札方式によることが適当であると認められるもの 

（総合評価の方法） 

第３条 総合評価落札方式で定める評価（以下「総合評価」という。）は、次に掲げる評価点による

ものとする。 

(１) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点をいう。 

(２) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点をいう。 

(３) 価格以外の評価点 入札者の工事成績等から算定した評価点をいう。 

２ 前項各号の評価点は、総合評価点算定基準（別記）に基づき配点するものとする。 

（学識経験者の意見聴取） 

第４条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するに当たっては、次に掲げる場合に、あらか

じめ２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

(１) 落札者決定基準（総合評価落札方式により落札者を決定する基準をいう。以下同じ。）を定

めようとするとき。 

(２) 前号の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しよう

とするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴き、改めて意見を聴く必要

があるとの意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするとき。 

（落札者決定基準の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による意見聴取の結果を踏まえ、市選定委員会の審議を経て、落札者決

定基準を決定するものとする。 

（公告） 

第６条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するときは、次に掲げる事項を公告するものと

する。 

(１) 総合評価落札方式を採用していること。 

(２) 落札者決定基準における評価項目及び配点に関すること。 
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(３) 入札参加の申請時、入札時及び落札候補者の資格審査時に提出が必要な資料に関すること。 

(４) 落札者の決定方法に関すること。 

(５) 価格以外の評価結果の公表及び評価結果に対する疑義照会に関すること。 

（入札参加の申請時に必要な資料） 

第７条 総合評価落札方式による入札に参加しようとする者（以下「入札参加申請者」という。）は、

事後審査型一般競争入札参加申請書（総合評価落札方式）（様式第１号）の提出と同時に、価格以

外の評価点申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

２ 前項の価格以外の評価点申請書を提出しない者の入札参加の申請は、無効とする。 

（価格以外の評価点の決定） 

第８条 価格以外の評価点は、入札参加申請者が提出した価格以外の評価点申請書に基づき、市選定

委員会が審査し、決定するものとする。 

２ 市選定委員会の委員長は、審査結果を市長に報告するものとする。 

（価格以外の評価点の公表及び疑義照会） 

第９条 市長は、前条の規定により決定した価格以外の評価点について、開札後に、価格以外の評価

点審査結果書（様式第３号）により公表するものとする。 

２ 入札者は、前項の規定により公表された日の翌日から起算して２日（佐久市の休日を定める条例

（平成17年佐久市条例第２号）第１条に規定する休日を除く。）以内に、自らの価格以外の評価点

に係る疑義について、価格以外の評価点に係る疑義照会書（様式第４号）により市長に対して照会

することができる。 

３ 市長は、前項の規定による疑義の照会があった場合は、市選定委員会の審査に付し、回答するも

のとする。 

４ 第１項の規定は、前項の規定による審査の結果、価格以外の評価点を修正した場合について準用

する。 

（入札及び総合評価点の算出） 

第10条 総合評価落札方式による入札は、第８条の規定により価格以外の評価点が決定した後に行う

ものとする。 

２ 総合評価点の算出は、入札書が無効でない者のうち、入札書に記載した金額が予定価格（消費税

及び地方消費税の額を除く。）の制限の範囲内のものであって、佐久市低入札価格調査制度実施要

領（以下「低入札価格調査実施要領」という。）第４条の規定により失格とならない者について行

うものとする。 

（落札候補者の決定方法） 

第11条 落札候補者は、総合評価点の最も高い者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、総合評価点の最も高い者の入札価格によっては契約内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められる場合又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められる場合は、他の総合評価点が最も

高い者を落札候補者とする。 

３ 前２項の場合において、総合評価点の最も高い者が２者以上ある場合は、その者のうちで低入札

価格調査実施要領第３条に規定する調査基準価格に最も近い価格を提示した者を落札候補者とする。 

４ 前項の場合において、調査基準価格に最も近い価格を提示した者が２者以上ある場合は、くじ引

により落札候補者を決定するものとする。 

（落札者の決定及び総合評価点の公表） 

第12条 一般競争入札実施要綱第11条の規定に基づき、落札候補者が入札の公告に示す入札参加資格

要件（以下「資格要件」という。）を満たしていることの審査を行い、審査の結果、資格要件を満

たしている場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとする。落札候補者が資格要件

を満たしていない場合は、次に総合評価点が高い者から順次審査を行い、最初に資格要件を満たし

ている者を落札者とする。 

２ 市長は、前項の規定により落札者が決定した場合は、第10条の規定により算出した総合評価点に

ついて、総合評価結果書（様式第５号）により公表するものとする。 

（虚偽記載等に対する措置） 

第13条 市長は、総合評価に関して提出された資料の虚偽の記載等の悪質な行為があったことが確認
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された場合は、当該落札者との契約を解除する等の必要な措置を講ずるものとする。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式による入札の実施に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成22年７月13日告示第146号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年２月16日告示第９号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年８月26日告示第118号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年10月１日から施行し、同日以後に開催する選定委員会等において審議に付

される建設工事等について適用する。ただし、この要綱による改正後の佐久市事後審査型一般競争

入札実施要綱第９条第２項及び第10条第４項の規定は、同日以後の入札の公告に係る競争入札から

適用する。 

附 則（平成24年２月10日告示第７号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式試行要綱（以

下「新要綱」という。）の規定は、平成24年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。

ただし、新要綱の入札参加等停止に係る規定は、告示の日以後の入札公告に係る総合評価落札方式か

ら適用する。 

附 則（平成24年８月21日告示第105号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成24年10月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（平成27年２月９日告示第15号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成27年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（平成30年３月31日告示第80号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成30年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（令和元年８月20日告示第111号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、同日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（令和４年２月４日告示第17号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、令和４年４月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 
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別記（第３条関係） 

総 合 評 価 点 算 定 基 準 

 

１ 趣旨   

  この算定基準は、佐久市総合評価落札方式実施要綱に基づき、適正な算定を実施するために、工事成績

等簡易型の評価について、必要な細目を定めるものとする。 

 

２ 評価点の設定 

  点数の配分は、次による。 

（１）価格点：87～92点 

（２）価格以外の評価点：８～13点 

 

３ 総合評価点の算定方法 

  総合評価点＝価格点＋価格以外の評価点 

 

４ 価格点の算定方法 

  （１）入札書に記載した金額が予定価格（消費税及び地方消費税の額を除く。）の制限の範囲内の者で

あって、失格者でないものについて算定する。 

  （２）入札価格≧調査基準価格の場合 

     価格点＝配点×（１－（入札価格－調査基準価格）／調査基準価格） 

         [小数点以下第３位四捨五入 第２位止め] 

  （３）入札価格＜調査基準価格の場合 

     価格点＝配点×１ 

    ※１ 入札価格とは、各入札者の入札価格とする。 

    ※２ 調査基準価格とは、低入札価格調査を行う基準となる価格とする。 

 

５ 価格以外の評価点 

  価格以外の評価点は、次に示すとおりとする。 

  工事成績その他の項目について算定した合計点とする。なお、評価の基準については、次の項目を参考

に案件ごとに定めるものとし、評価の基準日は、公告日とする。 

（１）企業の技術力 

    ア 企業の施工能力 

     ① 工事成績（必須）：佐久市発注工事の工事成績評定点を基に算出する。  （最大５点） 

       評価点＝５点×（工事成績点－65）／（最高工事成績点－65） 

[小数点以下第３位四捨五入 第２位止め] 

      ※１ 工事成績点は、入札者の過去２年間の工事成績評定点を単純平均して求める。 

 [小数点以下第１位四捨五入 整数止め] 
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      ※２ 最高工事成績点は、価格以外の評価点申請書を提出した者のうち、工事成績点が最高の

者の点数とする。 

      ※３ 工事成績点が80点以上の場合は、工事成績点及び最高工事成績点を80点として計算す

る（評価点の計算において、80点を上限とする。）。 

      ※４ 工事成績点が65点の場合及び過去２年間に工事成績評定点がない場合は0点、65点未

満の場合の評価点はマイナスとする。 

      ※５ 工事成績点は、毎年四半期ごと（見直し基準日：６月１日、９月１日、１２月１日及び

３月１日）に見直したものを適用する。 

      ※６ 工事成績点は、見直し基準日に応じ、次に掲げる期間にしゅん工している工事の工事成

績評定点を対象とする。 

（１）見直し基準日が６月１日の場合 基準日の属する年度の前々年度の４月１日からその

翌年度の３月３１日までの期間 

（２）見直し基準日が９月１日の場合 基準日の属する年度の前々年度の７月１日からその

翌々年度の６月３０日までの期間 

（３）見直し基準日が１２月１日の場合 基準日の属する年度の前々年度の１０月１日から

その翌々年度の９月３０日までの期間 

（４）見直し基準日が３月１日の場合 基準日の属する年度の前々年度の１月１日からその

翌々年度の１２月３１日までの期間 

      ※７ 工事成績点は、見直し基準日以降に公告する案件に適用する。 

      ※８ 工事成績点の対象工事は、業種区分に関係なく、佐久市が発注したすべての工事を対象

とする。 

      ※９ 工事成績評定点の取得者が少ない工事においては、配点を下げることができるものとす

る。 

 

     ② 工事実績（同種・類似工事実績）（選択）：専門性の高い工事や経験、実績等が求められる工

事において、同種・類似工事の実績の有無により評価する。（最大1.0点） 

      ａ 同種工事の実績が豊富である者（1.0点） 

             ｂ 同種工事の実績を有する者（0.5点） 

※１ 上記ａ、ｂいずれかの点数を加点する。 

      ※２ 実績は、過去１５年間の「ＣＯＲＩＮＳ（工事実績情報システム）への登録等に関する

規約」第２条で定義された機関（以下「公共機関等」という。）から発注された工事を元

請けしたものを基本とする。ただし、公告で定めた場合は、民間発注工事の実績等を含め

ることができるものとする。 

      ※３ 求める実績の規模、内容等については、案件ごとに決定するものとする。 

      ※４ 工事成績評定点が 65点未満の同種・類似工事については、実績として認めないものと

する。 

      ※５ 特定ＪＶの構成員としての実績は、出資比率型においては、ＪＶの構成が
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２社の場合は 30％以上、３社以上の場合は 20％以上の出資比率の場合に、分

担施工型のときは、分担した工事区分の内容により認めるものとする。 

    イ 配置予定技術者の能力 

     ① 保有資格（主任（監理）技術者の資格）（選択）：契約時に配置できる技術者（技能者を含む。）

の資格の有無により評価する。（最大1.0点） 

      ※１ 上記の点数の範囲で加点する。 

      ※２ 資格は、公告日現在で取得しているものとし、また、登録が必要な資格については、登

録が完了しているものとする。 

      ※３ 複数の配置予定技術者を申請した場合において、加点対象でない者が含まれる場合は、

加点なしとする。 

      ※４ 公告日現在で 40歳未満の主任（監理）技術者を配置する場合は、現場代理

人の資格として評価することができるものとする。 

     ② 技術者実績（同種・類似工事の実績）（選択）：過去１５年間に同種・類似工事の主任（監理）

技術者としての実績により評価する。（最大1.0点） 

      ａ 工事成績評定点が80点以上の実績を有する技術者を配置できる場合（1.0点） 

             ｂ 工事成績評定点が65点以上80点未満の実績を有する技術者を配置できる場合 （0.5点） 

※１ 上記ａ、ｂいずれかの点数を加点する。 

※２ 実績は、過去１５年間の公共機関等から発注された工事を元請けしたものを基本とする。

ただし、公告で定めた場合は、民間発注工事の実績等を含めることができるものとする。 

※３ 求める実績の規模、内容等については、案件ごとに決定するものとする。 

※４ 工事成績評定点が65点未満の同種・類似工事については、実績として認めないものと

する。ただし、工事成績評定を実施していない工事は、合格通知又は工事実績の確認でき

るものをもって認めるものとする。 

※５ 複数の配置予定技術者を申請した場合の評価点は、最も低い実績（工事成績評定点）に

該当する点数とする。なお、６５点未満の工事実績が含まれる場合は、加点なしとする。 

※６ 特定ＪＶの構成員としての実績は、出資比率型においては、ＪＶの構成が

２社の場合は 30％以上、３社以上の場合は 20％以上の出資比率の場合に、分担

施工型のときは、分担した工事区分の内容により認めるものとする。 

※７ 公告日現在で 40歳未満の主任（監理）技術者を配置する場合は、現場代理

人が担当した主任（監理）技術者としての実績で評価することができるもの

とする。 

 

  （２）企業の社会性・地域性 

    ア 社会貢献  

① 環境対策（必須）：公告日現在での「ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１」の認証取得

状況により評価する。（0.5点） 

      ※１ 上記の点数を加点する。 
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      ※２ 認定（認証）を証明する登録証等の写しを提出すること。 

 

     ② 労働福祉（必須）：障害者雇用及び労働環境の状況により評価する。   （最大0.75点） 

      ａ 障害者を常用労働者として、法定雇用障害者数を上回って雇用している又は法定雇用義務

はないが雇用している場合に評価する。（0.25点）  

※１ 上記の点数を加点する。 

※２ 「障害者の雇用に関する状況報告書」（写し）又は「障害者雇用状況の申出書」（様式第

６号）を提出すること。 

      ｂ 経営事項審査の「労働福祉の状況（Ｗ１）」が30点以上の場合に評価する。（0.5点） 

※１ 上記の点数を加点する。 

      ※２ 「労働福祉の状況（Ｗ１）」は、公告日の直近に通知された「経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書」（以下「通知書」という。）中の「労働福祉の状況」の点数により確

認するため、通知書の写しを提出すること。 

      ｃ 経営事項審査の「労働福祉の状況（Ｗ１）」のうち、「雇用保険加入」、「健康保険及び厚生

年金保険加入」のいずれかの項目にマイナス評価がある者を減点する。（－1.0点） 

      ※１ 上記の点数を減点する。 

      ※２ この項目の該当者は、公告日の直近に通知された「通知書」中の「労働福祉の状況」の

うち、「雇用保険加入の有無」欄又は「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」欄に「無」

の表示がある者とする。 

     ③ 労働環境（必須）：公告日現在での「労働安全衛生マネジメントシステム（ＩＳＯ45001）又

は建設業労働安全衛生マネジメント（ＣＯＨＳＭＳ、ＮＥＷ ＣＯＨＳＭＳ、Ｃｏｍｐａｃｔ 

ＣＯＨＳＭＳ）」の認証取得状況により評価する。（0.25点） 

※１ 上記の点数を加点する。 

      ※２ 認定（認証）を証明する登録証等の写しを提出すること。 

    イ 地域貢献 

     ① 地域貢献活動（必須）：公告日において、佐久市又は長野県が実施するアダプトシステム実

施要領に基づき実施される地域貢献活動において、次のいずれかに掲げる協定書を締結して

いる者で、前年度における実績（以下「実績」という。）を有する者を評価する。（最大1.0点） 

ア 佐久市との協定による協定書（２者協定） 

イ 長野県及び佐久市との協定による協定書（３者協定等） 

       ａ 路線延長2,500m以上又は活動面積2,500㎡以上の実績がある場合（1.0点） 

ｂ 路線延長 1,500m以上 2,500ｍ未満又は活動面積 1,500㎡以上 2,500㎡未満の実績があ

る場合（0.8点） 

ｃ 路線延長 500ｍ以上1,500m未満又は活動面積 500㎡以上 1,500㎡未満の実績がある場

合（0.6点） 

ｄ 路線延長500m未満又は活動面積500㎡未満の実績がある場合（0.4点） 

ｅ 上記ア又はイに掲げる協定書を締結しており実績がない場合（0.2点） 
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※１ 上記ａ～ｅのうち、いずれかの点数を加点する。 

※２ 路線延長又は活動面積は、道路又は公園の「建設業者アダプトシステム事業の評価点に

反映させる場合における活動内容基準」（以下「活動内容基準」という。）による換算延長

又は換算面積とする。 

※３ 複数の協定書（県との３者協定を含む。）による場合は、その合計延長（面積）とする。 

※４ 上記の実績とは、活動内容基準に定める活動回数等を満たすものをいう。 

※５ 路線延長、活動面積のいずれにも実績がある場合は、実績の合計値を路線延長又は活動

面積に換算した数値により、該当する評価基準項目の加点を行う。 

※６ 同一区間又は区域において、複数の事業者が協定を締結し、活動した場合で、協定書に

より路線延長又は活動面積が明確でない場合は、同一区間又は区域における路線延長又は

活動面積を当該事業者数で除した数値を１事業者当たりの実績とみなす。 

※７ 佐久市との協定（２者協定）による場合は「アダプトシステム事業活動確認通知書」（写

し）を提出すること。複数の協定（県との３者協定を含む。）による場合は、佐久市又は長

野県と締結されたアダプトシステム事業の協定書、活動計画書（予定表）、活動報告書、参

加者名簿（写し）及び完了写真を提出すること。 

 

② 市内本店業者の施工割合（選択）：元請金額に対する市内元請業者及び市内本店下請業者の施

工予定金額の割合の高い者について評価する。（最大1.0点） 

      ａ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合が高い者（1.0点） 

             ｂ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合がａより低く、ｃより高い者

（0.5点） 

ｃ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合がｂより低い者（0点） 

※１ 上記ａ、ｂいずれかの点数を加点する。 

      ※２ 求める施工予定金額の割合は、案件ごとに決定するものとし、下請については、一次下

請について評価する。 

      ※３ 「市内業者施工予定調書」（様式第７号）を提出すること。 

      ※４ 「市内業者施工予定調書」の全体工事費に対する割合及び施工予定割合については、小

数点以下第１位を四捨五入した整数とする。 

 

③ 災害協定（選択）：公告日において、佐久市と「災害時における応急対策等の協力に関する協

定」を締結している者を評価する。 （0.5点） 

      ※１ 上記の点数を加点する。 

 

    ④ 除雪契約（選択）：前年度に佐久市と道路除雪業務委託契約を締結している者を評価する。（0.5

点） 

      ※１ 上記の点を加点する。 

      ※２ 毎年１２月１日公告分から当該シーズンの除雪契約者に切り替えるものとする。 
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    ⑤ 消防団協力事業所（必須）：公告日において、佐久市消防団協力事業所として表示証の交付を

受けている者を評価する。（0.5点） 

      ※１ 上記の点を加算する。 

       

   ウ 入札参加等停止（必須）：公告日から過去１年以内に佐久市からの入札参加又は指名の停止（以

下「入札参加等停止」という。）を受けた者を減点する。 （マイナス評価） 

     減点数＝通算入札参加等停止月数×（－0.5点） 

※１ 上記の点数を減点する。 

     ※２ １～２週間の入札参加等停止は０．５月、３週間は１月として算出する。 

     ※３ 公告日から１年前の応答日に入札参加等停止中は、その入札参加等停止の全期間の月数と

する。 

 

６ 価格以外の評価内容の確保 

価格以外の評価項目の内容が満足できない場合の措置は、以下のとおりとする。 

（１）価格以外の評価項目の内容を担保するため、評価項目の内容に著しい差異があるときは、佐久市

財務規則（平成１７年佐久市規則第３９号）第１２８条第４項の規定による契約解除を行うことが

できるものとする。 

（２）虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、入札参加等停止措置を講ずることとする。 

（３）（１）又は（２）に至らない場合であっても、合理的な理由なく著しい差異があるときは、工事

成績評定を減点する。 
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様式第１号（第７条関係） 
 

事後審査型一般競争入札参加申請書（総合評価落札方式） 
 

  年  月  日 
 

（申請先）佐久市長 
 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 
 
 

佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱の規定に基づき、下記の建設工事に係る事後審査

型一般競争入札に参加したいので、申請します。 
 

記 

 

１ 参加を希望する競争入札 

工 事 名  

工事箇所名  

公 告 番 号 佐久市公告第   号  
 

２ 配置（予定）技術者 

氏 名  
法令による

資格・免許 

参加申請日におけ

る資格の保有期間 
年齢 

４０歳未満で、現場代理人の資格等

で評価する場合（注３） 

現場代理人氏名 保有資格 

    
        

年 

 
  

    
        

年 

 
  

    
        

年 

 
  

 

３ 提出書類 

 ・価格以外の評価点申請書（添付書類を含む。） 
 
（注１）: 配置予定技術者は、３人まで申請が可能で

す。配置可能な技術者の氏名、法令による資格・免許、

参加申請日における資格の保有期間（１年未満は切り捨

て）を記載してください。 

（注２）: 開札後、落札候補者に入札参加資格確認書の提出を求めます。 

（注３）: ４０歳未満の若手技術者を主任（監理）技術者として配置し、現場代理人が主任（監理）

技術者として担当した資格、実績により評価する場合に記載してください。 

 

連絡先 

電話番号  

FAX番号  

担当者名  

Ｅメール  
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様式第２号（第７条関係） 

価 格 以 外 の 評 価 点 申 請 書 
住  所                         

工事名                                                                 
                                     商号又は名称                       

 
代表者氏名                               

※記入の際は、「佐久市総合評価落札方式実施要綱」及び表下の（注）を参照してください。 

評価項目 
必須 
選択 評価内容 評価基準 

該当 
項目に 
○印 

配点 
評価点 
（自己 
採点） 

番
号 

添付すべき提出書類 

企
業
の
技
術
力 

企
業
の
施
工
能
力 

工
事
成
績 

必須 

○年○月○日から○年○
月○日までにしゅん工し
た佐久市発注工事の工事
成績評定点（個々に通知
済み）を基に算出 

算出方法（佐久市が算定） 
評価点＝5点×（工事成績点－65）／
（全入札者中の最高工事成績点－65） 
（小数点以下第３位四捨五入第２位
止め） 

 
最大 
5 

工事成績
点 

・佐久市から受注したすべての工事の成績
評定点（単純平均）を記入すること。 
 

 ① 
←は佐久市が記入しますので、空欄
のこと。 

工
事
実
績 

選択 

過去１５年間の同種・類
似工事の施工実績（実績
の規模・内容等は案件ご
とに決定） 

施工実績が豊富である者  1 

 ② 
・施工実績を確認できるもの（履行
証明書、ＣＯＲＩＮＳしゅん工登録
データ等の写し） 

施工実績を有する者  0.5 

施工実績なし  0 

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力 

保
有
資
格 

選択 主任（監理）技術者の資
格（※４） 

１級○○施工管理技士等の資格を有
する者 

 1 

 ③ 

・確認できるものの写し 
・資格の異なる複数の者を申請する
場合は、下位の者の点数とするこ
と。 

２級○○施工管理技士等の資格を有
する者 

 0 

技
術
者
実
績 

選択 

過去１５年間の同種・類
似工事の主任（監理）技術
者としての施工実績（実
績の規模・内容等は案件
ごとに決定）（※４） 

成績評定値 80点以上の施工実績あり  1 

 ④ 
・施工実績を確認できるもの（履行
証明書、ＣＯＲＩＮＳしゅん工登録
データ等の写し） 

成績評定値 65点以上 80点未満の施工
実績あり  0.5 

成績評定値 65 点未満又は施工実績な
し 

 0 

企
業
の
社
会
性
・
地
域
性 

社
会
貢
献 

環
境
対
策 

必須 環境対策への取組 

ＩＳＯ14001 又はエコアクション 21
認証取得事業所 

 0.5 
 ⑤ ・登録証等（附属書とも）の写し 

取得していない  0 

労
働
福
祉 

必須 

障害者雇用 

障害者を常用労働者として、法定雇用
障害者数を上回って雇用している又
は法定雇用義務はないが雇用してい
る 

 0.25 

 ⑥ 

※２（下記注参照） 
・障害者の雇用に関する状況報告書
（写し）又は障害者雇用状況の申出
書 
（様式第 6号） 障害者を常用労働者として、法定雇用

障害者数を上回って雇用していない
又は雇用していない 

 0 

労働環境として、 
経営事項審査の労働福祉
の状況（Ｗ１） 

30点以上である  0.5 
 ⑦ 

・直近に交付された経営規模等評価
結果通知書・総合評定値通知書（写
し） 

30点未満である  0 

「雇用保険加入」、「健康保険及び厚
生年金保険加入」の項目にマイナス
評価がある（減点） 

 －1  ⑧ 

労
働
環
境 

必須 労働安全衛生マネジメン
トシステム等への取組み 

労働安全衛生マネジメントシステム（Ｉ
ＳＯ45001）又は建設業労働安全衛生マ
ネジメントシステム（COHSMS,NEW 
COHSMS, Compact COHSMS）の認証取得
事業所 
 
 
 
 
 

 0.25 
 ⑨ 登録証等の写し 

取得していない  0 

地
域
貢
献
等 

地
域
貢
献
活
動 

必須 

佐久市内におけるアダプ
トシステム事業活動の有
無（換算延長、換算面積） 
 
 

路線延長 2,500m 以上又は活動面積
2,500㎡以上の実績あり 

 1 

 

⑩ 

・佐久市との 2者協定の場合、アダ
プトシステム事業活動確認通知書
（写し） 
・複数の協定書（県との 3者）の場
合、佐久市又は長野県と締結された
アダプトシステム事業の協定書、活
動計画書（予定表）、活動報告書、参
加者名簿（写し）及び完了写真 

路線延長 1,500m以上 2,500m未満又は
活動面積 1,500㎡以上 2,500㎡未満の
実績あり 

 0.8 

路線延長 500m以上 1,500m未満又は活
動面積 500㎡以上 1,500㎡未満の実績
あり 

 0.6 

路線延長 500m 未満又は活動面積 500
㎡未満の実績あり 

 0.4 

 
協定書を締結しており、実績なし  0.2 ・協定書及び活動計画書（予定表） 

協定書なし  0  

市
内
本
店
業
者
の
施
工
割
合 

選択 

元請金額に対する市内元
請業者及び市内本店下請
業者の施工予定金額の割
合 

a (割合の高い者)  1 

 ⑪ ・市内業者施工予定調書 b (割合が aより低く cより高い者)  0.5 

c (割合が bより低い者)  0 
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災
害
協
定 

選択 
佐久市との災害時協力協
定等締結の有無 

締結している  0.5 

 ⑫ ・提出するものはなし 

締結していない  0 

除
雪
契
約 

選択 

佐久市との道路除雪業務
委託契約の締結の有無
（12 月１日公告分から当
該シーズンの契約として
切り替える） 

道路除雪業務委託契約を締結してい
る 

 0.5 

 ⑬ ・提出するものはなし 

締結していない  0 

消
防
団
協
力
事
業
所 

必須 
佐久市消防団協力事業所
としての表示証の交付の
有無 

交付を受けている  0.5 

 ⑭ ・提出するものはなし 

交付を受けていない  0 

入
札
参
加
等
停
止 

必須 
過去１年以内の入札参加
等停止期間に応じてマイ
ナス評価 

通算入札参加等停止月数× 
（－0.5点）  

マイナス 

評価 
 ⑮ ・提出するものはなし 

合計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪
＋⑫＋⑬＋⑭＋⑮） 

価格以外の評価点 
（合計点） 

8～13  ←は佐久市が記入しますので、空欄のこ
と。 

（注） 

※１ 表については、太枠内（該当項目欄には○印を、評価点欄には該当する配点）のみ記入すること。 

※２ 障害者の雇用に関する状況報告書の提出義務のある者は、その写しを提出すること。 

※３ 添付すべき提出書類は、この申請書の次に①～⑮の順に添付すること。 

※４ ４０歳未満の若手技術者を主任（監理）技術者として配置し、現場代理人が主任（監理）技術者として担当した資格、実績により評価する場合は、 

現場代理人としての評価点を記入し、確認できる書類を添付すること。 
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様式第 3号（第 9 条関係） 

 

価格以外の評価点審査結果書 

 

【  年 月 日審査】  

工 事 名  

工 事 箇 所 名  

公 告 番 号   佐久市公告第   号 

 

【  年 月 日公表】 

入札参加申請者名 価格以外の価格点 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（担当課    部    課）  
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様式第４号（第９条関係） 

 

価格以外の評価点に係る疑義照会書 

 

年  月  日 

 

 （照会先）佐久市長 

 

                住    所 

                商号又は名称 

                   代表者氏名 

 

  年  月  日公表の価格以外の評価点について、下記により疑義がありますので、

回答願います。 

 

記 

 

工 事 名  

工事箇所名  

公 告 番 号   佐久市公告第   号 

疑 義 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

電話番号  

FAX番号  

担当者名  

Ｅメール  
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 様式第 5号(第 12条関係) 

 

総 合 評 価 結 果 書 

 

【  年 月 日入札】  

【  年 月 日審査】  

工 事 名  

工 事 箇 所 名  

公 告 番 号   佐久市公告第   号 

 

【  年 月 日公表】  

入 札 者 名 
入札書記載金額(円) 

(消費税等抜き) 
価格点 

価格以外 
の価格点 

総合評価 
点 

落札者 
(○印) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（注）総合評価点の算出は、入札書が無効でない者のうち、入札書に記載した金額が予定価格（消費税及び地方消費税の額を除く。）の制限の範

囲内のものであって、失格者でないものについて行う。 

（担当課   部    課） 
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様式第６号（別記関係） 

 

障 害 者 雇 用 状 況 の 申 出 書 

 

商 号 

（名 称） 

 

申 請 時 現 在 

従 業 員 数 
人 

申 請 時 現 在 

従 業 員 の う ち 障 害 者 数 
人 

 

 

 身体障害者手帳等の番号 障 害 等 級 又 は 区 分 

１   

２   

３   

４   
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